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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マグネシウムを含有するニッケル酸化鉱石のスラリー（鉱石スラリー）に対して硫酸を
添加することによって浸出処理を施し、ニッケルを含む浸出液と浸出残渣とからなる浸出
スラリーを得る浸出処理方法であって、
　前記鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比
）を算出する工程と、
　得られる前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度となるように浸出処理を施す
工程と、を含み、
　前記鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比を定期的にモニタリングし、該Ｍｇ／Ｎｉ比に応じ
て、浸出処理終了時の前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が４０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの範
囲となるように、前記硫酸の添加量を調整しながら浸出処理を施し、
　前記鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比が１．８より小さい場合には、浸出処理終了時の前
記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が５０ｇ／Ｌより小さくなるように前記硫酸の添加量を
調整する
　浸出処理方法。
【請求項２】
　前記鉱石スラリー中のニッケル含有率が１．０質量％～２．０質量％の範囲である
　請求項１に記載の浸出処理方法。
【請求項３】
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　ニッケル酸化鉱石から硫酸を用いてニッケルを含む有価金属を回収するニッケル酸化鉱
石の湿式製錬方法であって、
　前記ニッケル酸化鉱石のスラリー（鉱石スラリー）に対して硫酸を添加することによっ
て浸出処理を施し、ニッケルを含む浸出液と浸出残渣とからなる浸出スラリーを得る浸出
工程を含み、
　前記浸出工程では、
　前記鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有率（Ｍｇ／Ｎｉ比）を
算出する工程と、
　得られる前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度となるように浸出処理を施す
工程と、を含み、
　前記鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比を定期的にモニタリングし、該Ｍｇ／Ｎｉ比に応じ
て、浸出処理終了時の前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が４０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの範
囲となるように、前記硫酸の添加量を調整しながら浸出処理を施し、
　前記鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比が１．８より小さい場合には、浸出処理終了時の前
記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が５０ｇ／Ｌより小さくなるように前記硫酸の添加量を
調整する
　ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニッケル酸化鉱石に対する浸出処理方法に関し、より詳しくは、ニッケル酸
化鉱石のスラリーに対して硫酸を添加してニッケルを浸出させる浸出処理方法、及びその
浸出処理方法を適用したニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ニッケル品位の低い低品位ニッケル酸化鉱石からニッケルやコバルト等の有価金属を湿
式製錬により回収する方法として、例えば特許文献１に示すような、鉱石スラリーに硫酸
を添加して高温高圧下で浸出する高圧酸浸出（ＨＰＡＬ：Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　
Ａｃｉｄ　Ｌｅａｃｈ）法が行われている。
【０００３】
　低品位ニッケル酸化鉱石には、鉄品位が高くマグネシウムやシリカ等のアルカリ成分品
位の低いリモナイト（Ｌｉｍｏｎｉｔｅ）系鉱石と、アルカリ成分を多く含むサプロライ
ト（Ｓａｐｒｏｌｉｔｅ）系鉱石の２つに大別され、ＨＰＡＬ法の原料としてはリモナイ
ト系鉱石が主として用いられている。
【０００４】
　さて、ＨＰＡＬ法では、ニッケル等の有価金属を高い浸出率で浸出させることは勿論、
近年価格上昇の著しい硫酸の使用量を有効に低減させる方法が求められている。ＨＰＡＬ
法における浸出処理では、ニッケルのほか、マグネシウム、アルミニウム、鉄、クロムと
いった、鉱石中に含まれている他の成分も浸出されることが知られており、特にマグネシ
ウムは、そのほとんどが浸出されて多量の硫酸を消費してしまうため、経済的に好ましく
ない不純物である。
【０００５】
　さらに、浸出処理においては、ニッケル及びマグネシウムの浸出反応が以下の反応式に
示すように進行するため、例えば鉱石中のマグネシウム品位が高い場合には、下記（２）
式の反応が優先的に進行して、ニッケルを浸出させる（１）式の反応を阻害してしまう。
そのため、ニッケル浸出率の低下を招くという問題もある。
　ＮｉＯ＋Ｈ２ＳＯ４＝ＮｉＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　　・・・（１）
　ＭｇＯ＋Ｈ２ＳＯ４＝ＭｇＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　　・・・（２）
【０００６】
　上述のように、ニッケル酸化鉱石には、ニッケル、コバルト等の有価金属の他に、不純
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物としてマグネシウムが含まれている。そのため、例えば、ニッケル酸化鉱石においてマ
グネシウム含有率に対するニッケル含有率（以下、「Ｎｉ／Ｍｇ比」と称する）が低い場
合には、浸出処理において目標とするニッケル浸出率を維持するために硫酸の添加量を増
加させる必要がある。しかしながら、硫酸の添加量を増加させると、硫酸の原単位が増加
してコスト高となるばかりか、浸出処理に使用する設備腐食の進行が速まるという問題が
ある。そのため、実操業においては、浸出反応後のスラリーに含まれる未反応の硫酸濃度
（遊離硫酸濃度）を監視しており、遊離硫酸濃度が所定の範囲となるように硫酸の添加量
を制御している。
【０００７】
　ニッケルの浸出反応の速度を促進させる手段として、遊離硫酸濃度や反応温度を上昇さ
せる方法がある。しかしながら、硫酸消費量や、反応温度を高めるための蒸気等の熱エネ
ルギー使用量が増加するという観点からすると、経済的には好ましくない。またそのほか
、高いニッケル浸出率を得る手段として、二次浸出を行う方法（例えば特許文献２）等が
あるが、工程数が増加するため高効率操業という観点では望ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－３５０７６６号公報
【特許文献２】特表２００３－５１４１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、ニッケル酸化鉱石に対する
浸出処理方法において、高いニッケル浸出率を維持しながら硫酸使用量を有効に低減させ
ることができる方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上述した課題を解決するために鋭意検討を重ねた。その結果、鉱石スラ
リーに添加する硫酸の添加量を、その鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシ
ウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）に応じて、得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所
定の濃度となるように調整することで、高いニッケル浸出率を維持しながら硫酸使用量を
有効に低減できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　（１）本発明の第１の発明は、マグネシウムを含有するニッケル酸化鉱石のスラリー（
鉱石スラリー）に対して硫酸を添加することによって浸出処理を施し、ニッケルを含む浸
出液と浸出残渣とからなる浸出スラリーを得る浸出処理方法であって、前記硫酸の添加量
を、前記鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ
比）に応じて、得られる前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度となるように調
整する、浸出処理方法である。
【００１２】
　（２）本発明の第２の発明は、第１の発明において、浸出処理終了時の前記浸出スラリ
ー中の遊離硫酸濃度が４０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの範囲となるように、前記硫酸の添加量を
調整する、浸出処理方法である。
【００１３】
　（３）本発明の第３の発明は、第２の発明において、前記鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ
比が１．８より小さい場合には、浸出処理終了時の前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が
５０ｇ／Ｌより小さくなるように、前記硫酸の添加量を調整する、浸出処理方法である。
【００１４】
　（４）本発明の第４の発明は、第１乃至第３のいずれかの発明において、前記鉱石スラ
リー中のニッケル含有率が１．０質量％～２．０質量％の範囲である、浸出処理方法であ
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る。
【００１５】
　（５）本発明の第５の発明は、ニッケル酸化鉱石から硫酸を用いてニッケルを含む有価
金属を回収するニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法であって、前記ニッケル酸化鉱石のスラ
リー（鉱石スラリー）に対して硫酸を添加することによって浸出処理を施し、ニッケルを
含む浸出液と浸出残渣とからなる浸出スラリーを得る浸出工程を含み、前記浸出工程では
、前記硫酸の添加量を、前記鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有
率（Ｍｇ／Ｎｉ比）に応じて、得られる前記浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度
となるように調整する、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ニッケル酸化鉱石に対する浸出処理方法において、高いニッケル浸出
率を維持しながら硫酸使用量を有効に低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の流れの一例を示した工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の具体的な実施形態（以下、「本実施の形態」という）について詳細に説
明する。本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない
範囲で種々の変更が可能である。なお、本明細書において、「Ｘ～Ｙ」（Ｘ、Ｙは任意の
数値）と表現する場合、特にことわらない限り「Ｘ以上Ｙ以下」であることを意味する。
【００１９】
　≪１．ニッケル酸化鉱石に対する浸出処理方法≫
　本実施の形態に係る浸出処理方法は、マグネシウムを含有するニッケル酸化鉱石のスラ
リー（鉱石スラリー）に対して硫酸を添加することによって浸出処理を施し、ニッケルを
含む浸出液と浸出残渣とからなる浸出スラリーを得る方法である。この浸出処理方法は、
例えば高温加圧容器（オートクレーブ）を用いて、高温高圧の環境下にて行われる。
【００２０】
　具体的に、この浸出処理方法においては、鉱石スラリーに添加する硫酸の添加量を、そ
の鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）に
応じて、得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度となるように調整する。
【００２１】
　このような方法によれば、ニッケル酸化鉱石から高いニッケル浸出率を維持しながら、
鉱石スラリーに添加する硫酸の添加量（使用量）を有効に低減することができる。これに
より、処理に要するコストの上昇を防いで効率的な処理を可能とし、また、浸出処理に使
用する設備（オートクレーブ）の腐食を抑えることもできる。また、硫酸使用量の低減に
伴って、生成する浸出スラリー中の遊離硫酸濃度も有効に低減されることから、その遊離
硫酸を中和するための中和剤使用量を低減させることもできる。
【００２２】
　浸出処理の対象であるニッケル酸化鉱石としては、主としてリモナイト鉱及びサプロラ
イト鉱等の、いわゆるラテライト鉱である。ラテライト鉱のニッケル含有量（含有率）は
、通常、１．０質量％～２．０質量％程度であり、水酸化物又はケイ苦土（ケイ酸マグネ
シウム）鉱物として含有される。また、鉄の含有量は、１０質量％～５０質量％程度であ
り、主として３価の水酸化物（ゲーサイト）の形態であるが、一部２価の鉄がケイ苦土鉱
物に含有される。また、ラテライト鉱のほかに、ニッケル、コバルト、マンガン、銅等の
有価金属を含有する酸化鉱石、例えば深海底に賦存するマンガン瘤等が用いられる。
【００２３】
　また、ニッケル酸化鉱石には、不純物としてマグネシウムが含まれている。上述したよ
うに、ニッケル酸化鉱石にマグネシウムが含まれる場合、ニッケルの浸出反応よりもマグ
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ネシウムの浸出反応が優先して進行し、ニッケルの浸出反応を阻害することがある。本実
施の形態においては、鉱石スラリー中のマグネシウム含有率とニッケル含有率との関係に
応じて、その鉱石スラリーに添加する硫酸の量を調整することを特徴としている。詳しく
は後述する。
【００２４】
　浸出処理に際しては、ニッケル酸化鉱石を所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱
石粒子を除去した後に、アンダーサイズの鉱石粒子に水を添加して鉱石スラリーに調製し
、調製した鉱石スラリーに対して硫酸を添加して浸出反応を生じさせる。鉱石スラリーの
濃度としては、特に限定されないが、スラリー中の鉱石濃度が１５質量％～４５質量％程
度になるように調製することが好ましい。スラリー濃度が１５質量％未満であると、浸出
処理の際に同じ滞留時間を得るために大きな設備が必要となる。また、硫酸の添加量も相
対的に増加する可能性がある。一方で、スラリー濃度が４５質量％を超えると、設備の規
模は小さくできるものの、高濃度スラリーの搬送が困難になる（管内閉塞の頻発、エネル
ギーを要する等）という問題が生じる。
【００２５】
　浸出処理においては、鉱石スラリーに対して高温高圧下で硫酸を添加することにより、
下記の式（ｉ）～（ｖ）で表される浸出反応と高温熱加水分解反応によって、ニッケル、
コバルト等の硫酸塩としての浸出と、浸出された硫酸鉄のヘマタイトとしての固定化が行
われる。なお、鉄イオンの固定化は、完全には進行しないため、通常、得られる浸出スラ
リーの液部分には、ニッケル、コバルト等のほか、２価と３価の鉄イオンが含まれる。
【００２６】
　（浸出反応）
ＭＯ＋Ｈ２ＳＯ４ → ＭＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　・・・（ｉ）
（式中Ｍは、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｍｎ等を表す）
２Ｆｅ（ＯＨ）３＋３Ｈ２ＳＯ４ → Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋６Ｈ２Ｏ　・・・（ｉｉ）
ＦｅＯ＋Ｈ２ＳＯ４ → ＦｅＳＯ４＋Ｈ２Ｏ　・・・（ｉｉｉ）
　（高温熱加水分解反応）
２ＦｅＳＯ４＋Ｈ２ＳＯ４＋１／２Ｏ２ → Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋Ｈ２Ｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（ｉｖ）
Ｆｅ２（ＳＯ４）３＋３Ｈ２Ｏ → Ｆｅ２Ｏ３＋３Ｈ２ＳＯ４　・・・（ｖ）
【００２７】
　浸出処理における温度（浸出反応温度）は、特に限定されないが、２２０℃～２８０℃
程度であり、２４０℃～２７０℃程度であることが好ましい。このような温度範囲で反応
させることにより、鉱石中の鉄の大部分をヘマタイトとして固定することができる。反応
温度が２２０℃未満であると、高温熱加水分解反応の速度が遅くなるため、反応溶液中に
鉄が溶存して残り、鉄を除去するための浄液負荷が増加し、ニッケルとの分離が困難とな
る。一方、反応温度が２７０℃を超えると、高温熱加水分解反応自体は促進されるものの
、高温加圧浸出に用いる反応容器の材質の選定が困難となり、また温度上昇にかかる熱エ
ネルギーコストが上昇する。
【００２８】
　浸出処理に用いる硫酸の添加量は、一般的には過剰量が用いられ、例えば鉱石１トン当
り３００ｋｇ～４００ｋｇ程度の物量となる。しかしながら、硫酸使用量は極力低減させ
ることが好ましく、これにより硫酸の使用コストを抑えることが望まれる。なお、鉱石１
トン当りの硫酸添加量が４００ｋｇを超えると、硫酸コストが大きくなり好ましくない。
一方で、上述したように、浸出処理対象であるニッケル酸化鉱石には不純物としてマグネ
シウムが含有されており、高いニッケル浸出率を維持することが必要となる。
【００２９】
　そこで、本実施の形態においては、硫酸の添加量に関して、鉱石スラリー中のマグネシ
ウム含有率とニッケル含有率との関係に応じて調整することを特徴としている。具体的に
は、鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）
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に応じて、浸出処理により得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が所定の濃度となるよ
うに調整する。例えば、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて、浸出スラリー中の遊離
硫酸濃度が４０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの範囲となるように、硫酸の添加量を調整する。
【００３０】
　浸出スラリー中の遊離硫酸濃度とは、浸出終了時の遊離硫酸の濃度であり、特に限定さ
れないが、２５ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ程度であることが好ましく、４０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ
程度であることがより好ましい。このような遊離硫酸濃度となるように硫酸の添加量を調
整することで、マグネシウムが含まれるニッケル酸化鉱石から高い浸出率でニッケルを浸
出させることができる。また、このような遊離硫酸濃度であれば、真密度の高い浸出残渣
を安定的に生成させ、浸出スラリーの固液分離性を向上させることもできる。
【００３１】
　ここで、鉱石スラリー中のニッケル含有率、マグネシウム含有率とは、鉱石スラリー中
の固形分における、ニッケル、マグネシウムのそれぞれの含有割合（品位）をいう。ラテ
ライト鉱等のニッケル酸化鉱石からなる鉱石スラリー中の固形分におけるニッケル含有率
は、通常、１．０質量％～２．０質量％程度の範囲内である。そのため、ラテライト鉱に
含まれるマグネシウムの割合を考慮すると、鉱石スラリーのＭｇ／Ｎｉ比としてはおよそ
１．０～２．０の範囲となる。
【００３２】
　なお、ニッケル含有率、マグネシウム含有率は、例えば、原料のニッケル酸化鉱石を用
いてＩＣＰ発光分析法により測定することができる。
【００３３】
　より具体的に、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じた硫酸の添加量調整においては、
例えば、Ｍｇ／Ｎｉ比として１．８を基準とし、処理対象の鉱石スラリーのＭｇ／Ｎｉ比
が基準値１．８よりも小さい場合には、得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が５０ｇ
／Ｌよりも小さくなるように硫酸の添加量を調整する。
【００３４】
　一方で、鉱石スラリーのＭｇ／Ｎｉ比が基準値１．８以上である場合には、得られる浸
出スラリー中の遊離硫酸濃度が５０ｇ／Ｌとなるように硫酸の添加量を調整する。なお、
浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が５０ｇ／Ｌを超えると、硫酸量が過剰な状態となり、硫
酸使用量が増加してしまうとともに、その遊離酸を中和するための中和剤の使用量も増加
することとなり、効率的な処理を行うことができない。また、浸出処理設備（オートクレ
ーブ）の耐久性を高めることが必要となる。
【００３５】
　このように本実施の形態に係る浸出処理方法は、従来の方法に比べて、鉱石スラリーに
含まれるマグネシウム品位の見合い、すなわちニッケル含有率に対するマグネシウム含有
率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）を定期的にモニタリングしておき、その品位に基づくＭｇ／Ｎｉ
比に応じて、硫酸の添加量を調整する。このような方法によれば、ニッケル浸出率を高い
割合で維持しながら、硫酸の使用量を有効に低減できる。これにより、効率的に浸出処理
を施すことができるとともに、主たる浸出対象である有価金属のニッケルを効果的に浸出
させることができる。
【００３６】
　なお、浸出反応の進行度合いは、排出される浸出残渣中のニッケル品位をモニタリング
することによって行うことができ、そのニッケル品位に応じて、遊離硫酸濃度の細かい調
整を実施することが望ましい。
【００３７】
　≪２．ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法≫
　次に、上述した浸出処理方法を適用した、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法について説
明する。なお、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法は、高温高圧下で浸出を行う高温加圧酸
浸出法（ＨＰＡＬ法）による湿式製錬方法である。
【００３８】
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　図１は、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬方法の流れの一例を示した工程図である。ニッケ
ル酸化鉱石の湿式製錬方法は、原料のニッケル酸化鉱石を解砕分級して鉱石スラリーを調
製する鉱石スラリー化工程Ｓ１と、鉱石スラリーに硫酸を添加して高温高圧下で浸出処理
を施し浸出スラリーを得る浸出工程Ｓ２と、浸出スラリーのｐＨを調整して遊離硫酸を部
分的に中和する予備中和工程Ｓ３と、浸出スラリーから浸出残渣を分離してニッケル及び
コバルトを含む浸出液を得る固液分離工程Ｓ４と、浸出液のｐＨを調整して不純物元素を
中和澱物スラリーとして分離する中和工程Ｓ５と、中和後液に硫化剤を添加することでニ
ッケル・コバルト混合硫化物を得る硫化工程Ｓ６と、を有する。
【００３９】
　（１）鉱石スラリー化工程
　鉱石スラリー化工程Ｓ１は、原料鉱石であるニッケル酸化鉱石から鉱石スラリーを調製
する工程であり、いわゆる浸出処理（浸出工程Ｓ２）の前処理工程である。具体的に、鉱
石スラリー化工程Ｓ１では、所定の分級点で分級してオーバーサイズの鉱石粒子を除去し
た後に、アンダーサイズの鉱石粒子に水を添加することで鉱石スラリーを調製する。
【００４０】
　ニッケル酸化鉱石の分級方法は、所望とする粒径に基づいて分級できれば特に限定され
ず、グリズリーや振動篩等を用いた篩分けによって行うことができる。また、その分級点
についても、所望とする粒径値以下の鉱石粒子からなる鉱石スラリーを得るための分級点
を適宜設定することができる。
【００４１】
　ニッケル酸化鉱石としては、上述したように、リモナイト鉱及びサプロライト鉱等のい
わゆるラテライト鉱を用いることができる。ラテライト鉱のニッケル含有率は、通常、１
．０重量％～２．０重量％程度である。また、この原料鉱石であるニッケル酸化鉱石には
、不純物としてマグネシウムが所定の割合で含まれている。
【００４２】
　（２）浸出工程
　浸出工程Ｓ２は、鉱石スラリーに高温高圧下で硫酸を添加して、鉱石中のニッケル等の
有価金属を浸出させる工程である。具体的に、浸出工程Ｓ２では、オートクレーブを用い
、鉱石スラリーに硫酸を添加して、温度２２０℃～２８０℃程度、圧力３ＭＰａ～５ＭＰ
ａ程度の条件下で撹拌し、浸出液と浸出残渣とからなる浸出スラリーを生成させる。
【００４３】
　ここで、本実施の形態においては、鉱石スラリー中のニッケル含有率に対するマグネシ
ウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）に応じて、浸出処理により得られる浸出スラリー中の遊
離硫酸濃度が所定の濃度となるように、添加する硫酸の量（硫酸添加量）を調整すること
を特徴としている。
【００４４】
　例えば、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて、浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が４
０ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの範囲となるように硫酸の添加量を調整する。より具体的には、鉱
石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比として１．８を基準として、処理対象の鉱石スラリーのＭｇ
／Ｎｉ比が基準値１．８よりも小さい場合には、得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃度
が５０ｇ／Ｌよりも小さくなるように硫酸の添加量を調整する。一方で、鉱石スラリーの
Ｍｇ／Ｎｉ比が基準値１．８以上である場合には、得られる浸出スラリー中の遊離硫酸濃
度が５０ｇ／Ｌとなるように硫酸の添加量を調整する。
【００４５】
　鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比については、定期的にモニタリングしておき、Ｍｇ／Ｎ
ｉ比の変化に応じて硫酸の添加量を適宜調整する。
【００４６】
　このように、鉱石スラリーに含まれるマグネシウム品位の見合い、すなわちニッケル含
有率に対するマグネシウム含有率の比（Ｍｇ／Ｎｉ比）に応じて硫酸の添加量を調整する
ことで、ニッケル浸出率を高い割合で維持しながら、硫酸の使用量を有効に低減できる。
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これにより、効率的に浸出処理を施すことができるとともに、主たる浸出対象である有価
金属のニッケルを効果的に浸出させることができる。
【００４７】
　また、得られた浸出スラリー中の遊離硫酸濃度を低減できることから、後述する予備中
和工程Ｓ３にて遊離硫酸を中和する際の中和剤使用量も有効に低減させることができる。
【００４８】
　（３）予備中和工程
　予備中和工程Ｓ３では、浸出工程Ｓ２にて得られた浸出スラリーのｐＨを所定範囲に調
整して中和処理を施す。具体的には、例えば、浸出スラリーのｐＨを、所望とする範囲で
ある、ｐＨ２．８～３．２程度の範囲に調整する。
【００４９】
　浸出工程Ｓ２を経て得られた浸出スラリーには、上述したように、余剰の硫酸が遊離硫
酸として含まれており、そのｐＨは低い。上述したように、浸出工程Ｓ２では、フラッシ
ュタンクに移送させた浸出スラリーに中和剤を添加して、その遊離硫酸を部分的に中和す
るようにしているが、この予備中和工程Ｓ３では、フラッシュタンクから移送された浸出
スラリーにさらに中和剤を添加してｐＨを所定範囲に調整することによって、遊離硫酸を
中和する。
【００５０】
　予備中和工程Ｓ３では、例えば中和処理槽に浸出スラリーを装入して、槽内の浸出スラ
リーに所定量の中和剤を添加することによって中和処理を行うことができる。中和処理槽
としては、例えば１段の処理槽のみからなるもの、あるいは直列に並べた複数段の処理槽
から構成されるものを用いることができ、上流側の最初の処理槽に、フラッシュタンクか
ら排出された浸出スラリーを装入する。
【００５１】
　なお、上述したように、本実施の形態では、浸出工程Ｓ２での浸出処理において、鉱石
スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて硫酸の添加量を調整しており、得られる浸出スラリー
中の遊離硫酸濃度も有効に低減できることから、この予備中和工程Ｓ３にて遊離硫酸を中
和する際の中和剤使用量を有効に低減させることができる。
【００５２】
　（４）固液分離工程
　固液分離工程Ｓ４では、浸出スラリーを洗浄液と混合した後、シックナー等の固液分離
装置を用いて固液分離処理を施し、ニッケルやコバルト等の有価金属を含む浸出液（粗硫
酸ニッケル水溶液）と浸出残渣とに分離する。
【００５３】
　具体的には、先ず、浸出スラリーが洗浄液により希釈され、次に、浸出スラリー中の浸
出残渣がシックナーの沈降物として濃縮される。これにより、浸出残渣に付着するニッケ
ルやコバルトをその希釈度合に応じて減少させることができる。実操業では、このような
機能を持つシックナーを多段に連結して用いることにより、ニッケル及びコバルトの回収
率の向上を図ることができる。
【００５４】
　（５）中和工程
　中和工程Ｓ５では、分離された浸出液の酸化を抑制しながら、得られる中和後液のｐＨ
が４以下、好ましくは３．０～３．５、より好ましくは３．１～３．２になるように、そ
の浸出液に炭酸カルシウム等の中和剤を添加し、ニッケル回収用の母液の元となる中和後
液と、不純物元素として３価の鉄を含む中和澱物スラリーとを形成する。
【００５５】
　中和工程Ｓ５では、このように浸出液に対する中和処理（浄液処理）を施すことで、Ｈ
ＰＡＬ法による浸出処理で用いた過剰の酸を中和して中和終液を生成するとともに、溶液
中に残留する３価の鉄イオンやアルミニウムイオン等の不純物を中和澱物として除去する
。このとき、本実施の形態では、浸出工程Ｓ２において浸出スラリー中の遊離硫酸濃度を
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有効に低減させるようにしていることから、中和工程Ｓ５における中和処理に使用する中
和剤の量についても有効に低減させることができ、効率的な処理を行うことができる。
【００５６】
　なお、中和後液は、硫酸による浸出処理（浸出工程Ｓ２）を施して得られた浸出液に基
づく溶液であって、ニッケル及びコバルトを含む硫酸酸性溶液である。この中和後液は、
後述する硫化工程Ｓ６における硫化反応の反応始液となるものであり、ニッケル濃度及び
コバルト濃度の合計濃度は特に限定されないが、通常２ｇ／Ｌ～６ｇ／Ｌの範囲である。
ニッケル濃度は通常２ｇ／Ｌ～５ｇ／Ｌの範囲であり、コバルト濃度は通常０．１ｇ／Ｌ
～０．６ｇ／Ｌの範囲である。
【００５７】
　（６）硫化工程（ニッケル回収工程）
　硫化工程Ｓ６では、ニッケル及びコバルトを含む硫酸水溶液である中和後液を硫化反応
始液として、その硫化反応始液に対して硫化水素ガス等の硫化剤を吹き込むことにより硫
化反応を生じさせ、不純物成分の少ないニッケル及びコバルトの硫化物（混合硫化物）と
、ニッケルやコバルトの濃度を低い水準で安定させた貧液（硫化後液）とを生成させる。
【００５８】
　硫化工程Ｓ６における硫化処理は、硫化反応槽等を用いて行うことができ、硫化反応槽
に導入した硫化反応始液に対して、その反応槽内の気相部分に硫化水素ガスを吹き込み、
溶液中に硫化水素ガスを溶解させることで硫化反応を生じさせる。この硫化処理により、
硫化反応始液中に含まれるニッケル及びコバルトを硫化物として固定化して回収する。
【００５９】
　なお、硫化反応の終了後においては、得られたニッケル及びコバルトの硫化物を含むス
ラリーをシックナー等の沈降分離装置に装入して沈降分離処理を施し、その硫化物のみを
シックナーの底部より分離回収する。一方で、水溶液成分は、シックナーの上部からオー
バーフローさせて貧液として回収する。
【実施例】
【００６０】
　以下に、本発明の実施例を示してより具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例に
よって何ら限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で用いた金属の含有率はＩ
ＣＰ発光分析法により測定した。
【００６１】
　（従来例）
　下記表１に示す組成のラテライト鉱を原料鉱石として用いて鉱石スラリーを調製し、鉱
石スラリーをオートクレーブに装入した後、鉱石スラリーに９８％硫酸を添加して高温加
圧下で硫酸浸出処理を行い、浸出スラリーを得た。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　浸出処理条件は、以下の通りとした。
　［浸出処理条件］
　鉱石スラリー濃度：３０質量％
　浸出温度：２４５℃
　浸出時間：６０分
　硫酸添加量：鉱石１トン当り３５０ｋｇ



(10) JP 6589950 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

　最終（浸出終了時）の浸出スラリー中の遊離硫酸濃度：５０ｇ／Ｌ
【００６４】
　このような浸出処理の結果、ニッケル浸出率としては、６０分の浸出反応時間で８８％
 以上が得られた。
【００６５】
　（実施例１～４）
　実施例１～４では、表２に示す通り、原料鉱石であるラテライト鉱のニッケル含有率、
マグネシウム含有率の組成の鉱石スラリーに対して、目標とするニッケル浸出率８８％が
得られるように、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて、浸出終了時の浸出スラリー中
の遊離硫酸濃度が所定の最適濃度となるように、添加量を調整して硫酸を添加した。
【００６６】
　（比較例１～４）
　比較例１～４では、表２に示す通り、浸出終了時の浸出スラリー中の遊離硫酸濃度が５
０ｇ／Ｌで一定となるように硫酸を添加したこと以外は、実施例と同様にして浸出処理を
施した。
【００６７】
【表２】

【００６８】
　表２の結果に示されるように、実施例１では、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて
浸出終了時の遊離硫酸濃度が４２ｇ／Ｌとなるように硫酸添加量を調整したことにより、
その硫酸使用量を、従来例の鉱石１トン当り３５０ｋｇに対して－５．８％低減させるこ
とができた。このことは、Ｍｇ／Ｎｉ比が同じ１．０であるが遊離硫酸濃度が５０ｇ／Ｌ
となるように硫酸を添加した比較例１と比べても、ニッケル浸出率を維持しながら、大幅
に使用量を低減させることができたことが分かる。
【００６９】
　また、実施例２～４についても、比較例２～４とそれぞれ比較して、ニッケル浸出率を
維持しながら、有効に硫酸使用量を低減させることができた。
【００７０】
　以上のように、鉱石中のマグネシウムの含有率（品位）に応じて、目標とするニッケル
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浸出率が得られる遊離硫酸濃度を調査することができたが、そのマグネシウム含有率によ
り最適な遊離硫酸濃度が異なることが分かった。このことは、マグネシウムの存在量によ
って、ニッケル浸出反応への阻害具合が異なることを示している。したがって、マグネシ
ウム含有率が低い場合には、最適な浸出終了時の遊離硫酸濃度を大幅に低下させても（つ
まり、反応速度を必要以上に上昇させなくても）、目標とするニッケル浸出率を得ること
が可能であることが分かった。すなわち、鉱石スラリー中のＭｇ／Ｎｉ比に応じて硫酸の
添加量を調整することで、ニッケル浸出率を維持したまま、硫酸使用量の有効に抑制する
ことができることが分かった。

【図１】
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